
社会福祉法人南陽会現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

1.0 0.0

33 7 16

6.0 10.5

0 2 0

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

有無

(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当該会計年

度の会計監査人の

監査報酬額

（円）

6 財務管理に識見を有する者（その他） 2

渡部　仁
南会津町社会福祉協議会会長 2 無 令和3年6月22日

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

渡部　高幸
税理士事務所所長 2 無 令和3年6月22日

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで

2 2 0

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 4
渡部　良喜

3 その他理事 1 常勤 令和3年6月22日 施設長

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも支給なし 4
星　紀夫

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 無職

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも支給なし 3
鈴木　義光

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 農業

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも支給なし 3
星　敏恵

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 下郷町社会福祉協議会会長

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも支給なし 3
星　弘明

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 農業

2 無

R3.6.22 令和4年度決算定時評議員会終了時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 4
星　太治

1 理事長 平成23年4月1日 2 非常勤 令和3年6月22日 無職

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

6 6 1 特例有

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

450,000

渡部　浩治 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 1 有 2

南会津町社会福祉協議会事務局長

横山　祐介 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 2 無 1

前只見町社会福祉協議会事務局長

佐藤　正則 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 1 有 2

下郷町社会福祉協議会事務局長

令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 1 有 3

下郷町民生・児童委員会長

目黒　良平 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 2 無 2

前只見町民生・児童委員会長

室井　宏親 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 1 有 3

南会津町民生・児童委員会長

猪股　純一 R3.6.22 令和6年度決算評議員会終了時まで
2 無 2 無 1

会計事務所経営

馬場　誠三 R3.6.22

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の評

議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業

http://nanyoukai.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ akamatsu-so@nanyoukai.or.jp

平成3年4月24日 平成3年5月9日

7 7 0

社会福祉法人南陽会

福島県 南会津郡南会津町 長野字上ノ山3417-2

0241-62-5088 0241-62-5089 1 有

07 福島県 368 南会津郡南会津町 07000 3380005009780 01 一般法人 01 運営中

福島県 南会津郡只見町 大字長浜字久保田17

福島県 南会津郡下郷町 大字豊成字楢原2489

福島県 南会津郡只見町 大字長浜字唱平60

福島県 南会津郡下郷町 大字中妻字大百刈70

福島県 南会津郡下郷町 大字湯野上字居平乙836-3-2
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社会福祉法人南陽会現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

002

みなみあい

づ障がい者

相談セン

ター

02130303 計画相談支援 社会福祉法人南陽会みなみあいづ障がい者相談センター

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4月1日 4 61

ア建設費 0
001

障害者支援

施設あかま

つ荘

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 社会福祉法人南陽会あかまつ荘

福島県 南会津郡南会津町 長野字上ノ山3417-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成18年4月1日 45 9,526

ア建設費 平成4年4月1日 0 0 1,844.940
001

障害者支援

施設あかま

つ荘

01040402 障害者支援施設（生活介護） 社会福祉法人南陽会あかまつ荘

福島県 南会津郡南会津町 長野字上ノ山3417-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月24日 45 16,310

ア建設費 0
001

障害者支援

施設あかま

つ荘

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 社会福祉法人南陽会あかまつ荘

福島県 南会津郡南会津町 長野字上ノ山3417-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成3年4月24日 0 0

ア建設費 0
001

障害者支援

施設あかま

つ荘

00000001 本部経理区分 社会福祉法人南陽会あかまつ荘

福島県 南会津郡南会津町 長野字上ノ山3417-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
（イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

01 無限定適正意見

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

監事監査を実施した結果、改善を要する事項はなし。

実施日：令和４年６月３日

監事監査を実施した結果、改善を要する事項はなし。

0

渡部　高幸

渡部　仁

令和5年2月21日 5 1
報告第３号　理事長職務執行状況報告について

議案第８号　除雪用ローダー納入業者の選定について

令和5年3月29日 5 2

報告第４号　理事長職務執行状況報告について

議案第９号　社会福祉法人南陽会給与規程の一部改正について

議案第１０号　社会福祉法人南陽会就業規則の一部改正について

議案第１１号　職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要領の制定について

議案第１２号　賃金支弁職員の雇用等に関する規程の一部改正について

議案第１３号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第３号)(案)について

令和4年6月9日 6 1

報告第１号　理事長職務執行状況報告について

議案第１号　令和３年度社会福祉法人南陽会事業報告について

議案第２号　令和３年度社会福祉法人南陽会一般会計収支決算報告について

議案第３号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第１号)(案)について

議案第４号　社会福祉法人南陽会評議員会の開催について

令和4年12月22日 5 1

報告第２号　理事長職務執行状況報告について

議案第５号　社会福祉法人南陽会経理規程の一部改正について

議案第６号　預り金等管理要領の一部改正について

議案第７号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第２号)(案)について

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和5年3月29日 4 2

議案第５号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第３号)(案)について

議案第６号　令和５年度社会福祉法人南陽会事業計画(案)について

議案第７号　令和５年度社会福祉法人南陽会一般会計収支予算(案)について

令和4年12月22日 5 2

報告第２号　理事長職務執行状況報告について

議案第４号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第２号)(案)について

令和4年6月24日 5 2 1

報告第１号　理事長職務執行状況報告について

議案第１号　令和３年度社会福祉法人南陽会事業報告について

議案第２号　令和３年度社会福祉法人南陽会一般会計収支決算報告について

議案第３号　令和４年度社会福祉法人南陽会一般会計収支補正予算(第１号)(案)について

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人
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社会福祉法人南陽会現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません） 

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援）

買い物支援サービス 下郷町

同一町内の四法人共同で、高齢者のみの世帯及び障がい者世帯を対象に、町内のスーパー等へ送迎を行った。

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

198.320

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年2月1日 7 1,556

ア建設費 平成29年2月8日 25,922,600 41,329,000 0 67,251,600
006

グループホー

ムこまどり荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会こまどり荘

福島県 南会津郡只見町 大字長浜字久保田17 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成29年2月13日 5 1,664

ア建設費 0
005

グループホー

ムすみれ荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会いちごハウス

福島県 南会津郡南会津町 田島字北下原31-2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

236.510

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年5月1日 5 1,164

ア建設費 平成26年4月2日 0
005

グループホー

ムすみれ荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会ひまわり荘

福島県 南会津郡下郷町 豊成字楢原2489 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 6 2,000

ア建設費 0
005

グループホー

ムすみれ荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会たんぽぽ荘

福島県 南会津郡南会津町 田島字田部原41-2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

9.800

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成18年11月1日 5 1,089

ア建設費 平成25年5月9日 0
005

グループホー

ムすみれ荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会すみれ荘

福島県 南会津郡下郷町 大字湯野上字居平乙836-3-2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4月1日 3 0

ア建設費 0
005

グループホー

ムすみれ荘

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 社会福祉法人南陽会さくら荘

福島県 南会津郡南会津町 田島字北下原31-2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成25年4月1日 20 1,511

ア建設費 0
004

只見地域活

動支援セン

ターじねぇん

と

02130501 地域活動支援センター 社会福祉法人南陽会只見地域活動支援センターじねぇんと

福島県 南会津郡只見町 大字長浜字唱平60 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年8月1日 6 0

ア建設費 0
003

下郷作業所

ホイップ

01040405 障害者支援施設（就労移行支援） 社会福祉法人南陽会下郷作業所ホイップ

福島県 南会津郡下郷町 大字中妻字大百刈70 2 民間からの賃借等 3 自己所有

1,069.650

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年4月1日 26 4,508

ア建設費 平成22年4月1日 0 0
003

下郷作業所

ホイップ

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 社会福祉法人南陽会下郷作業所ホイップ

福島県 南会津郡下郷町 大字中妻字大百刈70 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年5月1日 0 1,296

ア建設費 0
002

みなみあい

づ障がい者

相談セン

ター

福島県 南会津郡下郷町 大字豊成字楢原2489 4 その他 4 その他
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１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

　　例第91号第52条第1項）：重要事項説明書について、内容が現時点の施設の状況と異なっている

　　ため、令和4年12月1日付の日付で（１）、（２）、（３）については作成し直しました。（４）につ

　　いてはご指摘の通り削除いたしました。（５）については、現時点での実施評価を記載いたしました。

　　重要事項説明書の作成日を再提出日R5.3.10にして記載しました。　現在栄養士が産休育休に入

　　っているため、配置人員を0人と記載しました。食費の額について朝食450円が誤っていた為、400円

　　に訂正いたしました。行政機関その他の苦情受付機関の中の南会津保健福祉事務所の電話番号

　　12月8日自家発電機のオイル交換を実施しました。　12月15日修繕業者に修繕時期は何時頃になる

　　か確認の電話を入れるも、発注依頼はしているがまだ入荷していない為なお、メーカーに急ぐように催促を

　　しますとの事でした。令和5年2月7日阿久津電気より一部の部品が入って来たので、2月13日～14日
　　の両日で非常用電源の燃料計以外の修繕は終了いたしました。引き続き未修理の部分については阿久

　　津電気に物品が揃い次第早急に改修するようにお願いいたしました。

4　内容及び手続の説明及び同意（平成24年県条例第91号第11条第1項）、掲示（平成24年県条

　　と1月31日(火)通報訓練のみ実施しました。また、2月17日(金) AM10:00～避難訓練を実

　　施し3月24日(金)AM10：00～も避難訓練を実施する予定です。消防用設備については、年次

　　計画の中で修繕していく予定でおりました。点検の結果報告書の中の誘導灯については今年度に入り業者

　　と話し合いをして、6月6日に見積りを頂き、7月4、12日に業者の現地確認をしました。9月26～

　　28日の３日間で修繕を行っております。併せて他の修繕箇所につきましても、監査実施後に業者へ改めて

　　見積り依頼を出しました。準備が整い次第順次修繕していきます。11月21日業者より見積書が届き、

　　また、速やかに証憑等を添付する様に指示いたしました。（４）速やかに作成いたします。（５）速やかに

　　作成いたします。変更となる様式については、12月22日の理事会において承認を頂きます。

3　非常災害対策（平成24年県条例第91号第49条第1項、第2項）：避難訓練を計画通りに実施して

　　いなかったため、11月22日(火)AM10：00～消防署への通報訓練と合わせて避難訓練を実施しま

　　した。また、12月16日(金)AM10：00～11月同様に通報訓練と合わせて避難訓練を実施する予

　　定でしたが施設内でコロナ感染症がクラスターとなってしまった為、12月23日（金）AM10:00～

　　が必要となれば、事前に小口現金から出金するようにします。いずれの場合も購入伺いを提出してから

　　購入することは今後も引き続き行っていきます。

2　利用者預り金の管理（法人預かり金等管理要領、平成27年12月５日付け福島県保健福祉部長通

　　知「社会福祉施設等における利用者預り金等の取扱いについて」）：（１）預り金管理要領について変

　　更箇所があるため12月22日の理事会で承認を頂き改正いたします。（２）速やかに担当職員には、預

　　り金出納簿を作成する様に指示いたしました。（３）立替払いは今後行わないように指示いたしました。

1　小口現金の保管・取扱い（法人経理規程第27条）　：指導実施後速やかに改善を図っております。

　　具体的には、必要な物が出た場合には事前に現金を施設側で準備をして渡すようにする事と、急ぎの物

　　を0241-63-0305に訂正いたしました。９.人権擁護及び虐待防止のための措置の（２）身体拘

　　束の欄について、内容を見直し、切迫性、非代替性、一時性の項目を盛り込みました。

その他、３事項

　　第三者評価の実施状況を記載すること。また、重要事項説明書の内容を更新した時は、作成日を

　　記載する等、いつの時点のものかわかるようにするとともに、施設内に掲示又は自由に閲覧できるように

　　すること。なお、報告にあたっては、改善結果の内容について具体的に記載するとともに、更新後の重要

　　事項説明書を添付すること。

その他、３事項

　　条例第91号第52条第1項）：重要事項説明書について、以下の項目が不適切なので改めること。

　　（１）従業者の配置状況が令和元年8月1日現在となっているので、最新の配置状況に更新すること。

　　（２）苦情受付窓口担当者の氏名を記載すること。（３）光熱水費の利用者負担額を運営規程と

　　一致させること。（４）「特別なサービスの提供とこれに伴う費用」として、職員による散髪を行った場合

　　700円を徴収するとしているが、理容師法第6条により「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を

　　　業としてなならない」とされているので、重要事項説明書から削除すること。（５）提供するサービスの

　　度は一度も避難　・防災訓練を実施していないので、早急に計画を立てて、実施すること。また、令和4

　　年8月26日実施された消防用設備点検の結果報告において、多くの項目で不良の判定を受けている

　　が、監査日時点で修繕されていないことが確認されたので、早急に修繕すること。なお、報告にあたっては

　　改善結果の内容について具体的に記載するとともに、避難・防災訓練の計画及び実施結果と消防用

　　設備の修繕結果又は計画を添付すること。

4　内容及び手続の説明及び同意（平成24年県条例第91号第11条第1項）、掲示（平成24年県

　　い。（４）預り金等管理要領に定められている「様式1預り金台帳」及び「様式4年金受領一覧表」が作

　　成されていない。（５）現在使用している様式が、要領に記載されている様式から変更されている。なお、

　　報告にあたっては、改善結果の内容について具体的に記載するとともに、改正された預かり金等管理要領

　　を添付すること。

3　非常災害対策（平成24年県条例第91号第49条第1項、第2項）：　令和元年度監査においても文

　　書指摘しているが、消防計画では年6回避難・防災訓練を行うことになっているにもかかわらず、令和4年

2　利用者預り金の管理（法人預かり金等管理要領、平成27年12月５日付け福島県保健福祉部長通知

　　「社会福祉施設等における利用者預り金等の取扱いについて」）：利用者の預り金の管理について、以下の

　　とおり不適切な点が確認されたので、改めること。（１）施設長による定期点検体制について、点検自体

　　は実施されているが、要領に規程がなく、実施時期も不定期である。（２）通帳記帳や証憑（レシート）

　　の添付が速やかになされず、預り金出納簿が１ヶ月以上更新されていない。（３）令和4年7月28日に

　　利用者の腕時計を職員の立替払により購入している。また、購入時の証憑（レシート）が保管されていな

○社会福祉法 障害者総合支援法に基づく施設監査

監査年月日：令和4年11月1日　　施設名：障害者支援施設　あかまつ荘

1　小口現金の保管・取扱い（法人経理規程第27条）：施設で使用する物品を購入する際に、職員が立替

　　払で購入し、後から現金精算をしている手続きが常態化しているが、事故・不祥事等防止の観点から、職員

　　による立替払は厳に慎むべきであるため、今後改めること。なお、報告にあたっては、改善結果の内容につ

　　いて具体的に記載すること。

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

600,000

01 公認会計士

宍戸会計事務所

1 有

225,096,171

2,909,000

371,136,122

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

2 無

1 有

1 有
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退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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